
 
◆事務所 
 ●年末  12/26（金）まで 

 ●年始  1/5（月）から開始 

◆老人保健施設（入所・ショートステイ） 
 ●年末年始営業します 

◆デイケア 
 ●年末  12/27（土）まで 
 ●年始  1/5（月）から開始 

◆訪問介護 
●年末年始営業します 

◆訪問看護 
●年末  12/27（土）まで 

 ●年始  1/5（月）から開始 

◆居宅介護支援事業所（ケアマネージャー） 
●年末  12/26（金）まで 

 ●年始  1/5（月）から開始 

 年末年始の営業について 高石市立老人保健施設 
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